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第28回守口市子ども・子育て会議 

開催日時 令和元年８月８日（木）午前10時00分～午後０時20分 

開催場所 守口市役所 地下１階 中部エリアコミュニティセンター 

案  件 

（１）開会 

委員の紹介 

（２）議題 

  第二期守口市子ども・子育て支援事業計画の策定について 

（３）その他 

事務連絡 

（４）閉会 

出 席 者 

○出席委員（12名） 

久保田 健一郎           石丸 利恵 

上野 美由紀            小﨑 恭弘 

津嶋 恭太             坂東 京美 

房岡 徹              松永 和德 

牧 増美              邨橋 雅廣 

森  滝子             森園 泰子 

 

○事務局（９名） 

こども部長     大西 和也 

こども部次長兼こども政策課長  田中 秀典 

こども政策課主任  瀧口 健太郎  こども政策課主任   平 祐徳 

こども政策課    薬師神 真里奈 こども政策課     阪口 智彦 

こども施設課長   樋口 加奈子 

子育て支援課長   後藤 勝義 

子育て世代包括支援センター長  福島 忍 
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～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

◇ 午前１０時００分 開会 

 

○会長  本日の出席について報告お願いします。事務局、お願いします。 

○事務局  本日の出席委員は、委員数１８名に対し１２名です。 

○会長  ただいま、事務局から報告がありましたとおり、守口市子育て会議設置条例第６条第２

項の規定に基づき定足数に達しておりますので、会議は成立しております。また、今回の会議録の

署名委員は、坂東委員と牧委員にお願いいたします。 

 それでは本日の配付資料について、事務局より説明をお願いいたします。事務局、お願いします。 

○事務局  今回の資料は、次第のほか、全部で５種類あります。 

 資料１は、Ａ４サイズの１枚物、「第二期守口市子ども・子育て支援事業計画書の構成（案）」

です。 

 資料２は、Ａ４サイズの１枚物、「第１章計画の概要」についての構成（案）です。 

 資料３は、Ａ４サイズ冊子１部物、「第２章守口市の子どもと子育て家庭を取り巻く現状」です。 

 資料４は、Ａ４サイズ冊子１部物、「第３章第一期守口市子ども子育て支援事業計画の評価と課

題」です。 

 また、参考資料１としましてＡ４サイズ冊子１部物で「ニーズ調査の結果について」をお配りし

ています。 

 以上でございます。 

○会長  ありがとうございました。資料はありますでしょうか。大丈夫でしょうか。 

 それでは、本日の議題、「第二期守口市子ども・子育て支援事業計画の策定について」に入って

まいりたいと思います。子ども・子育て支援新制度がスタートした平成２７年度に国の法律で５年

間を計画期間とした市町村子ども・子育て支援事業計画を策定することが義務化され、守口市でも、

平成２６年度に１年間をかけて現在の計画である守口市子ども・子育て支援事業計画を策定されま

した。この計画が今年で５年目になり、再び次年度からの５年間を計画期間とした第二期守口市子

ども・子育て支援事業計画を策定する必要があります。今年の子ども・子育て会議の主な議題は、

「第二期守口市子ども・子育て支援事業計画の策定について」がメインとなってくると思いますの
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で、各委員の皆様はよろしくお願いいたします。 

 第二期守口市子ども・子育て支援事業計画の策定に向けた会議の進め方ですが、まず、本日、今

から、第二期計画の大枠の構成について決めていきたいと思います。その後、章ごとに資料を確認

しながら決定していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、最初に、第二期守口市子ども・子育て支援事業計画の計画書の構成について確認いた

します。その後、計画書の第１章から第３章までを本日確認していきたいと思います。 

 では、早速ですが、第二期守口市子ども・子育て支援事業計画の構成について事務局から説明を

お願いいたします。 

○事務局  それでは、まず第二期守口市子ども・子育て支援事業計画書の構成について御説明申

し上げます。 

 資料１、第二期守口市子ども・子育て支援事業計画の構成（案）をご覧ください。 

 また、お手元にあります、第一期計画である守口市子ども・子育て支援事業計画の３枚目、ペー

ジ数は書かれていませんが、表紙を１枚めくっていただきまして守口市長の挨拶文があり、２枚目

が目次、そして３枚目に計画書の見方がありますので、こちらと比較しながら、御説明申し上げま

す。 

 まず、現計画である第一期守口市子ども・子育て支援事業計画の構成については、第１章から第

７章までの全７章で構成されています。そして、今回策定する第二期守口市子ども・子育て支援事

業計画については現計画に１章を新たに追加し、第１章から第８章までの全８章での構成を予定し

ています。 

 それでは、第二期計画に当たる各章の概要について、御説明いたします。 

 まず、第１章計画の概要についてです。この章では、計画策定の背景や趣旨、位置づけや計画期

間などの計画の概要を掲載する予定です。第一期計画でも、第１章では、同じように計画の概要を

掲載しておりまして、内容等の更新は行うものの、大きく内容は変更しない予定としております。 

 次に、第２章守口市の子どもと子育て家庭を取り巻く現状についてです。この章では、市の子ど

もと子育て家庭を取り巻く現状について、統計データやニーズ調査結果についての考察を掲載する

予定です。第一期計画でも、第２章では、同じように統計データやニーズ調査の結果の考察を掲載

していますが、第二期計画では、平成２７年国勢調査結果等を反映させたり、平成３０年度に実施
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したニーズ調査の考察を記載いたします。 

 次に、第３章第一期守口市子ども・子育て支援事業計画の評価と課題についてです。この章では、

これまで取り組んできた第一期守口市子ども・子育て支援事業計画について、事業担当課の自己評

価とともに、評価の考察を掲載する予定です。第一期計画でも、守口市次世代育成支援後期行動計

画について、事業担当課の自己評価結果の総合評価を掲載していました。また、第二期計画では、

第一期計画の第６章に掲載している量の見込みと確保方策についても実績値とのその評価・考察を

掲載する予定です。 

 次の第４章ですが、第二期計画では、第一期守口市子ども・子育て支援事業計画期間中に新たに

取り組んだ子育て支援施策として、第一期計画にはありませんでしたが、新たな章を追加する予定

です。 

 この間、本市では、子育てにやさしいまちを目指して、さまざまな子育て支援施策を実施し、子

育て世帯を支援してきました。その中には、第一期計画に掲載している事業もあれば、計画には具

体的に掲載されていないもの、新たに実施した事業というものもあります。平成２９年４月から国

に先駆け実施した幼児教育・保育の無償化やブックスタート事業、接続期カリキュラムの策定や子

育て世代包括支援センターの設置などです。そういった事業についても、第一期計画期間中に実施

した事業として、その取り組みを振り返った上で、第二期計画の今後の展開等を進めていくため、

新たに第４章を追加するものです。 

 次に、第５章の計画の基本的な考え方についてです。第二期計画では、守口市子ども・子育て支

援事業計画における基本理念と重点方針、基本的な施策と目標等、計画の基本的な考え方を掲載予

定です。第一期計画の第４章に当たる章ですが、第二期計画では、第一期計画を引き継ぐ計画とい

う位置づけから、第一期計画からの大きな変更はせず、掲載する予定です。 

 次に、第６章の施策目標別の展開についてです。第一期計画の第５章に当たる部分で、第二期計

画においても、第一期計画と同様、具体的な事業・取組みについて施策目標ごとに分けて掲載して

いく予定です。第二期計画では、客観的に事業・取組みを評価できるよう目標値を設定する予定と

しています。その際には数値化できるものは数値化するなど、誰が見てもわかりやすいような形に

目標設定するよう考えています。 

 次に、第７章の事業計画についてです。第一期計画の第６章に当たるもので、第二期計画でも、
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子ども・子育て支援事業計画の必須記載事項として定められた教育・保育、各事業の量の見込みや

確保の内容を掲載予定です。 

 最後に、第８章の計画の推進に向けてについてです。第一期計画の第７章に当たるもので、第二

期計画でも、守口市の子ども・子育て支援施策を総合的・計画的に推進するための方策を掲載する

予定です。内容としては、第一期計画と大きな変更予定はありません。 

 以上が、簡単ではございますが、第二期守口市子ども・子育て支援事業計画書の構成（案）につ

いての説明でございます。 

○会長  ありがとうございました。ただいま、事務局からの説明がありましたが、御意見や御質

問などはございますでしょうか。なお、御発言の際には氏名をお名乗りになってから質問してくだ

さい。 

 前回の構成から第４章を新事業としてのことが加わったという感じですよね。これは特にないで

すかね、全体構成としてね。 

 はい。じゃ、引き続いてお願いしたいと思います。これからは章ごとにやっていく予定ですが、

まず第１章について、また事務局からお願いいたします。 

○事務局  それでは、続きまして、「第１章計画の概要」について御説明申し上げます。 

 資料２、第１章計画の概要についての構成（案）をご覧ください。また、お手元にあります、第

一期計画である守口市子ども・子育て支援事業計画の１ページ目もあわせてご覧ください。 

 先ほどの第二期守口市子ども・子育て支援事業計画書の構成（案）でも、御説明申し上げたとお

り、この章では、計画策定の背景や趣旨、位置づけや計画期間などの計画の概要を掲載する予定で

す。第一期計画でも、第１章では、同じように計画の概要を掲載しておりまして、内容等の更新は

行うものの、大きく内容は変更しない予定です。 

 それでは、順を追って、御説明いたします。 

 まず初めに、１ページの１計画策定の背景と趣旨については、子ども・子育て支援新制度がスタ

ートして５年たっている状況や本市のこの間の子育て支援への取り組みなどを踏まえ、修正を行う

予定です。２ページの２計画の全体像（１）守口市子ども・子育て支援事業計画の考え方について

も、軽微な修正を行うものの、大きく内容は変更しない予定です。 

 次の（２）子ども・子育て支援新制度の概要については、第二期計画では、掲載しない予定とし
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ています。第一期計画時は、新制度がスタートするということで、新制度の全容など制度の説明も

掲載していましたが、既に５年を経過し、全国的に制度の大枠の周知がされている状況下であるこ

とを踏まえ、削除する予定です。 

 ３ページの３計画の位置づけと期間については、計画期間の更新など軽微な部分を修正・更新し、

第二期計画でも引き続き、掲載予定です。 

 そして、４ページ目から８ページにかけて、掲載のある子ども・子育て支援新制度の掲載内容に

ついては、先ほど説明したとおり、第二期計画に載せない予定としております。 

 以上が、第１章計画の概要についての説明でございます。 

○会長  ありがとうございました。ただいま、事務局から計画の第１章の説明がありましたが、

御意見や御質問などございますでしょうか。 

 前回は新制度がスタートする時期ということもあって説明の箇所が多かったんですけれども、説

明の箇所は要らないだろうということで削除ということだったと思いますけども、いかがでしょう

か。 

○委員  今、この子ども・子育て支援制度の概要については周知もされたということで掲載しな

いということなんですけれども、今年度の閣議決定もされて国のいわゆる無償化というのはスター

トする方向に向かっているんですけども、そのことについては、すぐにこの秋にそれが施行されて

動いていくんですけども、ちょっと一部内容が変わるとか給付の部分とかの違いはあったりするん

ですけども、それについても全く触れることはないんでしょうか。それについてどうでしょう。 

○会長  事務局、お願いします。 

○事務局  子ども・子育て支援事業計画の冊子として国の無償化の制度というのを掲載するかど

うかですが、当然市民周知であったりとか事業者さんへの周知、制度の周知というのが必要にはな

ってくるとは思うんですけども、また違う形でそれは当然周知はさせていただく予定ですので、計

画書にあえてわざわざ掲載する必要というのは特段ないのかなというふうには考えています。 

○委員  これが新たに二期として発行されるときにどういう制度か、これ今後もまた動いていく

可能性はあると思いますので、それを見返したときにその制度の中身がどういうものだったのかな

とか、その辺が読まれた方がわかるのかないうのをちょっと心配するところでもあるんですけど、

今そういう御答弁であればまたそれは追加資料としてとか修正、また補足の追加資料として周知い



－7－ 

ただければいいのかなとは思いますけども。 

○会長  ほかはよろしいですかね。第１章の構成については、以上になります。計画の概要だけ

出してもらいました。具体的な今後の子育て支援施策などの中身の話とかではないということで、

内容の文章としては事務局に一任させていただこうかと思います。今後の会議で第二期計画の全体

をまとめるときに内容については改めて確認していただこうと思います。それではよろしくお願い

します。 

 では、次の章、第２章について事務局より説明をお願いいたします。 

○事務局  続きまして、「第２章守口市の子どもと子育て家庭を取り巻く現状」について資料３

に沿って説明いたします。 

 冒頭で説明させていただいたとおり、第二期守口市子ども・子育て支援事業計画については、第

一期守口市子ども・子育て支援事業計画と構成上は大きく変更しないことから、第一期計画と同様、

この章では、前半部分は、統計データからみる人口・少子化の動向として、国勢調査や国や大阪府

等の統計データから守口市の現状を分析しています。後半部分は、９ページ以降、ニーズ調査から

みた守口市の子育ての状況として、平成３０年度に実施したニーズ調査の結果から、守口市の子育

て家庭を取り巻く現状やその課題をまとめています。 

 この第２章から第４章までの３つの章で、平成２７年度からこの間取り組んできた守口市の子育

て支援施策や守口市における現状、また市民が求めるニーズや要望などを整理した上で、次回以降

の会議で議題とさせていただく予定の第二期計画期間において実施する子育て支援施策等に反映さ

せていただく予定としています。 

 それではまず、統計データからみる人口・少子化の動向についてです。人口の推移と推計として、

１ページから２ページにわたって、平成２７年度から平成３１年度までの人口実績と、令和２年度

から令和７年度までの人口推計を掲載しています。平成２７年からの５年間の実績を見ると、人口

総数は緩やかな減少傾向が続いており、今後の推計値を見ても、引き続き減少傾向が続くとの推計

結果となっております。人口全体は減少傾向が続いている中、平成２９年度以降、児童人口につい

ては、増加に転じています。その背景として、平成２９年度から国に先駆け実施した幼児教育・保

育の無償化施策の効果もあって、乳幼児を持つ子育て世帯の転入超過などがその理由として挙げら

れます。この要因を加味して今後の人口推計を行ったところ、今後も児童数の増加傾向は続くと見
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込まれます。 

 児童人口の推計については、国の手引き等では、おおむね５年間の人口動向を踏まえたコーホー

ト変化率法を用いて、人口推計を出すよう書かれています。コーホート変化率については、社会的

要因などで人口動態に大きな変動がなかった場合には、人口推計を出すのには適しています。しか

し、守口市の場合、平成２９年度から実施した幼児教育・保育の無償化施策によって児童人口動態

が大きく変化していることから、単純に直近５年の人口動態を用い、コーホート変化率で児童人口

を推計しても、平成３０年度、３１年度の人口動態とは一致しないことから、国の手引きによらず、

直近の人口動態から児童人口推計を行っています。 

 次の３ページ目では出生の推移として、合計特殊出生率や自然増減の推移を掲載しています。合

計特殊出生率は平成２５年度以降、上昇傾向になっています。出生数・死亡数による自然増減の推

移については、出生者数よりも死亡者数のほうが多い状況が続いています。 

 次の４ページでは婚姻・離婚の推移を掲載しています。婚姻件数については、年間７００件台で

推移しており、離婚件数については、２００から３００件程度で推移しています。婚姻率と離婚率

については、大阪府下の平均とおおむね同水準で推移しています。全国と比較すると、婚姻率・離

婚率ともに、全国水準を上回る値となっています。 

 次に５ページから６ページにかけては、世帯の推移について掲載しています。世帯の推移、及び

７ページの労働力率の推移については、国勢調査の結果をまとめたもので５年ごとの推移となって

おり、直近のデータとしては平成２７年のデータとなります。世帯数については、平成２２年と平

成２７年の直近２つのデータを比較すると２９７世帯の減少となっています。また、１世帯当たり

の人員についても平成２年から減少傾向が続いており、直近の平成２７年には２．１８人となって

います。また、子どものいる世帯数の推移についてですが、１８歳未満のいる世帯、６歳未満のい

る世帯ともに減少傾向が続いています。６ページのひとり親世帯数の推移についてですが、母子世

帯は、平成１７年をピークに減少傾向となっています。父子世帯については、平成２年以降、減少

傾向が続いている状況です。 

 次に７ページですが、労働力率の推移を掲載しています。男女労働力率については、男性の労働

力率は減少傾向が続いているものの、女性の労働力率については、ほぼ横ばいで推移しています。

平成７年に男女差が最大３４．２ポイントありましたが、平成２７年では２１．５ポイントとなっ
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ています。女性の労働力率を年齢階層別に見ると、近年、子育て年齢期である世代の労働力が上昇

しており、Ｍ字カーブは緩やかになっています。なお、この７ページに掲載している労働力率の推

移については、第一期計画でも同様に掲載しています。平成２年から平成２２年については、本来、

それぞれ数値が一致するものなのですが、各年における労働力率が第一期計画と第二期計画で異な

っています。これは、労働力率の計算方法の違いにより、それぞれの計画での労働力率が異なって

いるものです。労働力率とは、対象となる人口における労働力者数の割合を示しています。その対

象となる人口のうち労働力状態が不詳の人数というのが一定数いますが、その人数を分母となる対

象人数に入れるか入れないかで第一期計画と第二期計画で数値に違いが生じています。総務省統計

局の解説によると、労働力率の算出の際には労働力状態が不詳の数を除いて計算することとあるこ

とから、第二期計画ではそのように取り扱っています。 

 ８ページには統計データからみる現状のまとめを掲載していますが、人口・少子化の動向は、引

き続き、人口減少傾向であると言えますが、平成２７年から３１年の人口推移では減少幅は縮小し

ています。これは、平成２９年度以降、児童人口が増加していることが要因として考えられていま

す。また、合計特殊出生率についても、わずかながら上昇傾向にあると言えます。平成２７年から

この間、子育て世代に優しいさまざまな支援施策を実施したことなどにより、人口減少に一定の歯

どめがかかっていると考えられます。今後は、守口市にお住まいの子育て世帯の定住につながるよ

うな施策を検討していく必要があると考えられます。世帯の動向は、国勢調査からの分析となり、

直近の数値が平成２７年の分となりますが、平成２９年度以降、児童人口が増加していることから

も、子育て世帯の減少には一定の歯どめがかかっていると考えられます。また、ひとり親家庭世帯

には、ほかの子育て世帯と比べ、やはり子育てへの負担が大きいことから、世帯数は減少している

とはいえ、きめ細やかな支援が必要と考えられます。女性の就労動向についてですが、年々男女間

の労働力率の差が小さくなっています。今後、女性の活躍推進とともに、ワーク・ライフ・バラン

スの観点から、男女双方に対する子育てと仕事の両立支援の充実が求められます。 

 続いて、９ページからは、ニーズ調査からみた守口市の子育ての状況についてです。９ページか

ら１０ページにかけては、昨年度実施したニーズ調査の調査概要や回収結果などを掲載しています。 

 １１ページからはニーズ調査結果からみた、今後の課題等について、第一期計画と同様に、①健

康の確保から⑩地域における子育て支援までの１０項目に分類し考察しています。ニーズ調査結果
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の主な内容をまとめた資料については、参考資料１としてお手元に配付していますが、この資料に

ついては、第一期計画と同様、第二期計画には資料編として、掲載する予定としています。 

 まず、①健康の確保についてですが、ニーズ調査結果では、約６割の保護者が医療機関の充実や

医療助成の拡大を望んでいました。また、子育てや子どもの発育・発達に対する悩みについても意

見がありました。本市では、平成２７年４月に子どもの医療助成の対象拡大、令和元年７月に子育

て世代包括支援センターを開設するなど、子育て支援の充実に努めてきましたが、これらのますま

すの充実について検討を行っていく必要があることがニーズ調査結果からうかがえます。 

 ②安心・安全の環境づくりについては、子育てしやすい住居・まちの環境面での充実が必要との

声がありました。また、親子が安心して集まることができる場所の整備を求める声や、オムツがえ

や授乳スペース、歩道の段差解消など、子どもと安心して出かけられるような子育てのバリアフリ

ー化を求める意見もありました。そのほか、子どもが巻き込まれるような犯罪や事故についての意

見、安全対策についての意見がありました。本市では、これまでも道路整備や赤ちゃんの駅の設置

など子育てバリアフリーに取り組んできましたが、今後は子育て家庭が多く集まる公園などでもオ

ムツがえや授乳ができるスペースの設置についても検討を行うほか、親子が安心して集まることが

できる施設の整備についても検討していくことが必要であることがニーズ調査結果からはわかりま

した。防犯面では、現在、地域の方の協力を得ながら、登下校時など安全確保に努めたり、市内に

約１，０００台の防犯カメラを設置して犯罪予防や防止に取り組んできたところですが、今後も、

安心・安全な環境で子育てを行えるよう引き続き取り組んでいく必要があることがうかがえます。 

 次に、③教育環境の整備についてです。ニーズ調査結果では、小中学校の学力向上についての意

見や、職員の質の向上、施設の改修・整備についての意見などがありました。子どもの発達段階に

応じた教育内容の充実や学力向上への取り組み、教職員等の充実や施設面での環境整備等について、

今後も取り組んでいく必要があると考えられます。 

 ④子どもの人権の尊重では、子育てに関する悩みとして、子どもの友達づき合いに関することや

子育てのストレスなどから子どもにきつく当たってしまうことがあるという意見がありました。本

市では、これまでも人権教育や道徳教育に取り組んでいますが、今後も引き続き、心を育てる教育

を推進していくことが求められます。また、いじめや虐待についても、これまで以上に未然防止や

早期発見・早期対応に向けた取り組みが求められることがうかがえます。 
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 ⑤子育ての負担・孤立感の解消についてですが、子育てに困ったときの相談体制や子育て支援に

関する情報提供の充実を求める声、また、日常や緊急時に子どもを見てもらえる人がいないといっ

た声がありました。市でも在宅子育て支援の一環として、子育て相談窓口の充実などに努めていま

すが、さらなる相談体制の充実を図るとともに、関係機関とも連携を強化するなど気軽に相談でき

る体制づくりが求められています。また、本市では認定こども園等で一時預かり事業や市の委託事

業として子育て短期支援事業を実施していますが、利用者数が計画値と比較して少ないのが現状で

す。しっかりと事業の周知を図るとともに、今後も安定してサービスの提供ができるよう努めてい

く必要があります。 

 次に、⑥経済的負担の軽減についてです。守口市が平成２９年４月から国に先駆け実施している

幼児教育・保育の無償化施策について、ありがたいという意見があった一方で、まだまだ子育てに

かかる出費がかさむというような声もありました。子育て世帯への経済的援助を求める声が多くあ

ります。これからも引き続き、子育て世帯が守口市で安心して子育て・子育ちができるよう、育児

や教育、保育にかかる費用の軽減策について検討していく必要があります。 

 次に、⑦遊びの環境づくりについてです。子どもの遊び場について雨の日に遊べる場所がない、

十分な広さがない、遊具などが充実していない、不衛生、自然に触れ合う場所が少ないなどという

意見が多くありました。また、公園でのボール遊び等の禁止など遊びにくいといった意見もありま

した。子どもたちが伸び伸びと遊ぶことができる環境の充実や、子育て家庭が利用しやすい施設整

備について検討していく必要があります。また、自然と触れ合う場の充実についても求められてい

ます。 

 次に、⑧仕事と子育ての両立についてです。子どもや保護者が病気やけがをしたときには、かわ

りに子どもを見てくれる人がいないということについて意見が多くありました。また、子どもが病

気になった際に、母親が仕事を休んで対応したとの回答が多く、病児・病後児のための保育施設な

どを利用したいという声もありました。働く保護者が仕事と子育てを両立できるよう、病児保育事

業の充実など、多様化する保育ニーズへの対応が求められています。ほかにも、子育てが楽しいと

感じていない保護者が多く、子育てのつらさを解消するために、仕事と家庭生活の両立ができるよ

う労働環境の整備が必要と感じています。国においても働き方改革が進められており、ワーク・ラ

イフ・バランスの視点に立った職場環境づくりが企業にも求められています。また、父親の育児休
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業についても８割半ばが取得しておらず、男女がともに仕事と子育てを両立できる職場環境づくり、

職場内での子育てに対する理解を高めていく取り組みが必要です。 

 ⑨男女共同参画の推進についてですが、主に子育てを行う保護者として、お父さんとお母さんの

両方と答えた人は５割程度ありましたが、主にお母さんと答えた人の割合が４割、主にお父さんと

答えた人の割合が１割程度となっています。さらなる家庭における男女共同参画の推進を進めてい

く必要があります。男女がともに子育てを担うことの意識向上や男性の子育てスキル向上に向けた

取り組みを実施するとともに、幼少期から男女共同参画への意識形成を図っていく必要があります。 

 ⑩地域における子育て支援についてです。ニーズ調査結果では、地域の人に子育てを支えられて

いないと感じる保護者が２割から３割程度おり、子育てを支えてほしいとして、同世代の子どもを

持つ保護者や施設の職員、学校の先生などを挙げる人が多い状況でした。また、子育て支援やどの

ようなサービスがあるかといった情報をふやしてほしいといった声も多くありました。地域が連

携・協働し、地域全体での子育て支援体制を整えることが求められています。また、必要な子育て

支援を必要なときに受けることができるよう、子育て支援情報の周知方法についても検討を行い、

身近な場所でサービスを確実に受けることができるよう検討を行っていく必要があります。 

 以上が、統計データ及び昨年度に実施したニーズ調査結果からみる守口市の子どもと子育て家庭

を取り巻く現状でございます。 

○会長  ありがとうございました。第２章についての説明をしていただきました。 

 それでは、この章に関して御意見などはございますでしょうか。なお、御発言の際には氏名をお

名乗りください。 

○委員  児童人口の推計については、最後の行で３歳以下の増加の影響より児童人口全体が緩や

かに増加すると推計されてますけれども、今後の児童人口の推計は仮定の数字とはいえ、国の無償

化が１０月から実施されることによって、そこで市が先行してやっていた無償化のアドバンテージ

というのは少なくなる可能性はあると思うんです。そうすると児童人口の増加は望めないというふ

うに私は考えてしまうんですけれども、そこらはどうでしょうか。 

○事務局  現在、守口市では国に先駆けて幼児教育、保育無償化を実施しておりまして、ゼロ歳

から５歳までの所得に関係なく無償化させていただいているところでございます。１０月から始ま

る国の無償化につきましては、３歳から５歳については完全無償化、ただゼロからについては所得
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制限を一定設けるというところがありますので、直ちに守口市の優位性がなくなるというようなこ

とはないのかなというふうに考えているところでございます。ですので守口市としては、まだアド

バンテージの部分はあるというふうには考えています。ただ、今後もやはり守口市にしっかりと定

住していただけるような、子育て支援施策というのは引き続き行っていかなければならないという

ふうに市としては認識しているところでございます。 

○委員  ということはゼロ・１・２歳の無償化の部分が生きてくるというふうに考えればいいわ

けですね。 

○事務局  はい。 

○委員  はい、ありがとうございます。そうしますと、人口少子化の動向のところで今後は転入

してきた子育て世代の定住につながるよう課題解決やニーズに応える施策の検討が必要と、かなり

抽象的な表現にはなっているんですけども、ここら具体的に記載というふうなことはどうなんでし

ょうか。 

○会長  事務局、お願いします。 

○事務局  ８ページの矢印の部分のことをおっしゃっていただいているのかなと思うんですけど

も、ここでライフステージごとの課題解決やニーズに応える施策の検討ということでニーズ調査結

果や昨年度実施させていただいた無償化アンケートの市民の声といたしましては、やはり学力の向

上であったり、子育てしやすい住居・まちの環境面での充実、また子どもを対象にした犯罪や事故

といった部分の軽減策などという具体的な声というのもありましたので、こういった内容、当然ラ

イフステージごとのそういった課題等を具体的にこの計画の中に掲載を検討していきたいというふ

うに思います。 

○委員  はい、ありがとうございます。 

○会長  よろしいですかね。ほか。委員お願いします。 

○委員  １２ページの④子どもの人権の尊重というところなんですが、１２ページの一番下から

２行目にこれまでから、人権教育、道徳教育に取り組んでいますがというふうに書かれておりまし

て、この人権教育と道徳教育の併記並列について少し違和感を覚えましたので、意見申したいと思

います。 

 新しく項を起こしてはどうかという意見です。道徳教育は、学校の道徳の時間に道徳の時間とし
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て学習されるもので１教科であって評価を伴うものであるというふうに研修を受けてまいりました

ので、心の問題を扱う教科なんですけれども、ここに書いておりますと友情、信頼とか仲よしとか

生命尊重、そういった部分のことは感じられるんですけど、物すごく狭い狭義な感じがしています。

一方、人権教育というは、さあ今から人権の時間ですよというふうに教えるのではなくて、日々大

人も子どもも何かのときには自分自身を見詰め直して振り返って心の在り方を考えてとか、そうい

う相手の立場に立ったりとか日々に行われるものであるし、人権教育といったら全体にとり行われ

る大きなものであるから、この２つが並んでいるということについては、どっちも大事なんですけ

ど、ちょっと違うなという気持ちがしています。道徳教育については、各学校で重視して取り組ま

なければならないというような項目を起こしてはどうですかという意見は一つあります。それから

もう一つは子どもの人権の尊重と書いてあるんですけど、こういう書き方をした場合、これは子ど

もを大人から守る、子どもの人権を大人から守る意味なのか、子ども同士がお互いに尊重し合って

大きくなっていく、成長していく、そういうことを育むそういう意味なのかというそこら辺が非常

に曖昧でありまして、大人から守るんだったら虐待防止策になるだろうし、子ども同士の関係をつ

くるんやったらそれこそ人権教育とか道徳教育とかいじめ云々になってくるんですけども、そこら

あたりが非常に曖昧な書き方をされているような気がします。正直いじめ虐待防止対策としての大

きな項があっても私はいいとは思っていますし、子ども同士の関係をもっともっとつくっていく、

広く一般市民みんな全員で考えていく、保育士さんや先生たちと一緒に考えていく、そういういろ

んな場が考えられるので、この４番の項の起こし方及び中身については不十分なあっさりしたよう

な気がとてもしていますので、もう少し人権教育といったら幅広く全てにつながっているなと思う

ので、もうちょっと分厚いものになるんではないかなとは思うんですよね。意見です。 

○会長  ありがとうございます。事務局、お願いします。 

○事務局  この第２章、次の第３章の部分というのは、あくまでも大きなくくりで現計画を見直

して評価しているページなので、細かくセクションに分けずに大きな枠でまとめています。細かく

行き過ぎると細分化されて切りがないので、あえてそういうふうな章の構成にさせていただいてい

るのが実情です。今いただいたような具体的な今後の取り組み等につきましては、次回以降第５章、

第６章のところで今の計画でも第一期計画の５６ページあたりにその人権擁護の推進、また児童虐

待防止策の充実ということで各項目に分けて掲載させていただいております。ここが委員おっしゃ
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るように、もうちょっと細かく分けたほうがいいとかいうような部分はあるかと思うんですけども、

ここの部分ですね、次回以降また具体的な御意見を賜りながら第二期計画の策定に向けていきたい

なというふうに考えております。 

○会長  よろしいですか。では、次に委員。 

○委員  私もちょっとここが割と簡単かなと思ったんで。国連の子どもの権利委員会から３回の

勧告を受けてるんですけれども、その中の一般原則を大事にしてくださいという項目だけでもここ

らに記載するということがあってもいいのかなと思うんですね。権利条約では差別の禁止、子ども

の最善の利益、生存と発達の権利、子どもの意見を尊重することと参加する権利という一般原則が

挙げられているんですけれども、そこらを施策的に反映していくというふうな表現があってもいい

のかなと思うんですけども。 

○会長  事務局、お願いします。 

○事務局  委員がおっしゃる子どもの権利条約ですけども、基本的にはやはり子どもの人権の尊

重という部分でいきますと、子ども自身がお互いに相手を思いやる心を育むといった部分であった

り、周りの大人たちが子どもの人権を守るというような先ほど委員がおっしゃったような複雑な部

分がたくさんいろんな見方があると思います。児童の権利条約の原則などにつきましても国ではそ

ういった条約等をもとに、それぞれ通知だったり指針等がつくられているというふうに認識してい

るところでございます。我々市といたしましてもそれに基づいて各市の教育活動であったり子育て

支援というのをさせていただいているというふうになっております。この第一期計画でいきますと、

施策Ｎｏ．２５で心の教育の充実という言葉で記載させていただいていたり、さまざまな活動を通

して心の教育というその一分野に捉われることなく充実を図らせていただいております。どこまで

その児童の権利条約の一般原則とかを文言として具体的に記載するかどうかという部分につきまし

ては第二期計画以降でまた御意見賜れればいいかなと思ってますけども、基本的には条約に基づい

た国の指針、それがさらに細かく溶け込んでそれぞれの活動をさせていただいているといったとこ

ろです。 

○会長  ありがとうございました。そういう具体的なところは第６章でかなり書き込まれるとい

うことで、その際にまた議論していただければなというふうに思います。 

 そのほか、委員。 
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○委員  資料の数字的なところなんですけれども、まず２ページのところの児童人口の推計で実

績値としてはゼロ歳児が平成２９年度９７４人とあるんですけれども、３ページの自然増減のとこ

ろなどを見ると今度は２９年度の出生数は１，０６３人となっています。こういう数字を比較する

と数字が違ってくるのかなというのは、ちょっと疑問に思ったんですけれども。当初考えたのが出

産後に転出されたりして減少したりとかいうことになったのかなとか、この数字だけで見るとなか

なか比較というのは難しいんですけど、そこのちょっと説明だけをいただければ。 

○会長  事務局、お願いします。 

○事務局  今、委員がおっしゃってた２ページと３ページの数字の同じゼロ歳児の人口の違いと

いうことなんですけれども、２ページの平成２９年度ゼロ歳児の９７４人というこの数字というの

は、４月１日時点での実績数という形で記載させていただいております。対しましてその右の自然

増減の推移の１，０６３人の出生数なんですけれども、こちらは平成２９年１月１日から１２月３

１日までに生まれたお子さんの実数をこの人口動態統計で算出というか実績値を積み上げている部

分ですので、数字が異なっているという形になります。 

○委員  今お答えいただいたようにここに載っている数字と統計表というか表なんですけども、

やはり年度ですね、残念ながら国勢調査も説明ではありましたけれども、平成２７年度が直近にな

っているので、なかなか最近のこの数年間の事情というのが読み取れないのが一つ課題かなと思い

ます。今後、先ほど委員のほうからもありましたように国の無償化が始まった場合に、またその数

値というのが大きく変わってくる可能性もあったりするので、できる限りデータをつかんでいるん

であれば直近の数字とか比較のしやすい提示をいただけたほうが、この資料としては発行されるや

否や古いものになってしまっていて、なかなか現状の数字をあらわしているものにならないことに

もつながるんじゃないかなと思うんですけど、そういう新しい情報とか提供というのは可能なんで

すかね。もしくは国勢調査は国勢調査でここしかないので、なかなかそういう数字というのは提供

しにくいという事情があるのかそこも。 

○会長  じゃ、事務局、お願いします。 

○事務局  国勢調査、５年ごとに実施されていまして、次が来年度に新たに実施される形になり

ます。委員おっしゃるように国勢調査の平成２７年が最新ということになり、約４年前のデータと

いうことで、守口市のほうでも同じようなデータの統計を毎年とっているかというと確認はさせて



－17－ 

いただいたんですけども、なかなかないというのが現状でございます。できる限り新しいデータと

いうのはお示しさせていただいた上で、この場で議論を進めていただきたいと思いますので、あれ

ばほかの数字とかでも資料をお示しさせていただきますし、何か御要望等あればその数字の確認を

させていただきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○会長  委員。 

○委員  ２ページの人口の推計の上段にあるんですけれども、平成２９年以降の乳幼児を持つ子

育て世帯で転入超過が挙げられてということで、ちょっと増加というか微増傾向にもあるというこ

とで、これが続くかどうかというのは今後の制度にもよると思うんですけど、ここの転入超過とい

うことでこれは他市から入ってこられている方がかなりふえているという認識でこういうふうに表

記されているものと思うんですけれども、一方労働の意欲ということで制度が周知されてきてやっ

ぱり働いてみようかということで、そういう意味でお子さんを設けられてということで預けられて

いるような数字もあると思うんですけど、これはここで表記されているように転入の数字というの

は実際にかなりふえてきているのかと、逆に転出というのは以前は結構転出も多かった守口市の事

情があったと思うんですけども、そういう転入転出の部分というのは、そういう数字にあらわれて

きているゆえにそういうふうに書き方をされているのかということで、ちょっと確認したいんです

けど。 

○会長  事務局。 

○事務局  実際に子育て世代の転入が２９年度以降ふえていると、ちょっと今手元に資料を持っ

ていないので、具体的なちょっと数字は申し上げられないんですけれども、事実としてやはり小さ

なお子様がいらっしゃる家庭が引っ越してこられているという状況があります。 

○委員  今、具体の数字はお持ちじゃないということなんで、転入超過が挙げられていると書い

ている以上は実際に転入の数が一定数なければいやいやそうじゃないってなってしまいます。その

あたりだけちょっと確認はいただけたらなと思います。 

○会長  どうもありがとうございます。守口の場合、平成２９年度に大きく変わったんで、直近

の数字というのがかなりこれ難しいと思うんです。重要になるかなというのと、エビデンスがない

とちょっと記載しにくいかと思うので、各作業のエビデンスを確認するということでお願いしたい

と思います。 
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 そのほか、どうでしょう。委員お願いします。 

○委員  意見として。先ほども出てた子育て世代の定住ということをぜひうまく書き込んでいた

だけたらなと思います。前の質問との関連でそう思いました。 

○会長  僕のほうから幾つか、まずこれは説明していただいて解決したんですけど、第一期計画

のときの計画書と今回の労働力率が違ったので。労働力率が男女比、男女間格差がむしろ拡大して

いるように見えたんですね、第一期計画の労働力率の算出方法が違ったということでそれは理解し

ました。あと、これも読んだ印象の話になってしまいますけど、ニーズ調査に関する部分が第一期

のこの計画書に書かれている内容と非常に重なっている部分が多く見えたんですね。今回の資料で

いうと１１ページからですかね。１１ページから書かれている部分が非常に同じようなところが多

いかと思うんです。多分、守口市の中で進んでいる部分は１１ページからの部分ですと健康の確保

なんかだったら医療費助成の拡大なんかで進んでいるかと思いますし、経済的負担の軽減というの

は、もちろん無償化で進んでいると思いますし、教育環境の整備というのも今回接続期カリキュラ

ムつくられて進んでいる部分もあると思うんですけど、他方でこのニーズ調査の結果を見ると、例

えば子育てバリアフリーについてほとんど同じような意見が出ていると。遊びと環境づくりや子育

て、仕事と子育ての両立や男女共同参画推進や地域の子育て支援というところは前回の調査とは余

り変わってないような気がしたんで、そうするとこのあたり５年間どのぐらいの努力されてきたの

かというところで、ほかのところで努力するところはたくさんあったということだと思うんですけ

ど、今後あまり変わらなかった部分をどのようにしていこうと思うのかということで、お伺いした

いと思います。 

○会長  事務局、お願いします。 

○事務局  今回、ニーズ調査の回答の傾向が５年前と比較しても大体似通った形で実は挙がって

きております。今おっしゃっていただいたように健康の確保の部分でいくと平成２７年４月から子

どもの医療費の拡充させていただいたり、無償化、その分野として充実させていただいた、目に見

えた形で充実させていただいた部分もある一方、子育てバリアフリー等につきましてもやっていな

いというわけではないんです。担当、道路課になるんですけれども、前回の会議ではややおくれて

いるという形で自己評価はあったんですけれども、数がたくさん道路はありますので、なかなか市

民さんがきれいになったというような実感が湧きづらいというところも一定側面としてはあるとい
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うところはあるんですけれども、決してやっていないというわけではなく、なかなか実感が得られ

ていないという部分がニーズ調査の結果等からも確認ができるというところでございます。また、

企業や労働者自身への働きかけといった部分でも男女共同参画であったり男女の子育てへの参画と

いった部分につきましても決して今順調とは言えない部分でございます。これはニーズ調査の結果

等でもやはり５年前と大きくは変わっていない部分でございます。今後、国も働き方改革というこ

とで日本全体で今動いている部分がありますし、男性の育児休暇、育児休業の取得等も国でも促進

はしているところでございますので、国とあわせまして守口市でも今後しっかりと啓発を行い、こ

の５年間でまた新たな施策の充実につなげていきたいというふうに考えております。 

○会長  どうもありがとうございました。委員。 

○委員  今の２７年のものと見比べると全く文言が一緒のところが幾つかありますよね、この新

しい資料３となると。そうなるとまさに委員長もおっしゃったみたいにこの５年間何をしてきたの

かというふうな捉え方がされるのではないかと。一文字も変わってないところが幾つか見られるん

です。次また同じことをすると、じゃ１０年間何も変わっていないというような見受け方をされか

ねないというふうに思うんですね。やっぱりここは市民の代表なので、本当にそれで市としていか

がなものか、いいのかその姿勢が。文言だけ変えればいいとは全然思わないですけど、それをその

ままここに書いているようでは、５年ではなく１０年になるわけですから、そこはもう少し意識を

持って課題として残っているところをそれから変えていくところ、変わったところということがも

う少し明確になったほうがいいのではないかなと思いました。 

○会長  事務局。 

○事務局  そういうところを議論させてもらう場やと思ってますので、今回いろいろちょっと

我々のほうでも事務局のほうでも考えさせていただいて、再度この場なのか、あるいは時間がない

のであればメールか何かで送らせていただいて、いずれかの方法で委員御指摘の部分を検討させて

いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○会長  ほか。委員。 

○委員  全体のニーズ調査からの考察というところに教育環境の整備とかにも入ってくるのかな

と思うんですけれども、第二期の計画の策定の留意点等々でもうたわれている内容で児童や幼児を

預かる施設側としても実感するんですけども、外国籍の方とか外国にかかわる・つながるような子
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どもさんが入ってこられる率が上がっているように思うんですね。これからそういう受け入れとか

そこに対する支援という、これ教育でもなかなか言葉が通じないとか配慮したくても受け皿が整っ

ていないとか、また教育や保育をする側の体制が整っていないということも生じてくるのかという、

今後はそういうところも広く皆さんに同じような保育とか教育が提供できるような支援体制という

のが必要になってくるのかなと思うんですけど、ニーズ調査の中でそういう外国籍の方のニーズを

吸収できたかとか、吸い取れたかどうかというのはわからないんですけども、そういうところにつ

いても今後の整備という意味では、あってもいいのかなと思うんです。ここに見受けられてないの

で、今後守口市が目指すそういう外国籍の方であってもとかそういう対応というのはどういうふう

にお考えなのか。 

○会長  いかがでしょう。事務局、お願いします。 

○事務局  委員の御意見、頂戴いたしました。来年オリンピックがあったり、その後に２０２５

年には関西で万博、非常に大阪というもの、また日本というものがメジャーになってくると、それ

は一時的な観光かもしれませんけれども、やはり日本という国が知られたらそれに伴って外国人の

方々の居住というものもある意味やっぱり一定増加してきつつある。現実そういう状況であると思

います。この項目の中、また今までの反省点の中に書くかは別といたしましても、教育なら教育の

ほうでそういった外国籍の方々の教育に携わっている部分での取り組み等もあるというような形も

私どもがしているところもございます。そういったものも踏まえた上で、最終的な計画の中にそう

いう視点も組み込んだ中で進めてまいりたいと考えてございますので、よろしくお願いいたします。 

○会長  委員。 

○委員  今、御答弁いただいたように、一体となってどういうふうに取り組んでいくかという今

後の章のところの計画でも議論できればと思うので、全くここにないとそこで急に出てきたみたい

な状況になるのかと思いますので、その点だけまた御配慮いただければと思います。 

○会長  ほかは。委員。 

○委員  同じ教育環境の整備のところです。接続期カリキュラムをつくっていただいたのはあり

がたいんですけれども、学習指導要領、小学校以降の学習指導要領が改定されまして、乳幼児期の

主体的遊びの中での学びを自覚的な学びにつないでいくとされているわけなんですけれども、その

ことをもう少し一般市民の方に知っていただくとか、あるいは小学校で乳幼児期からの積み上げを
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念頭に置いたカリキュラムを検討していただく材料として私たちと小学校がどんなことをやってい

るのかという具体的な話し合いの場であったりとか、あるいは保護者の方に実は乳幼児期に遊んで

いる中で学んでいることがすごく大事で、それが小学校へ行って学習の強化につながっていくんだ

というふうなアピールとか、そういった乳幼児期から小学校、中学校への連続性が保たれていくた

めの施策というのを具体的にできていったらいいかなと思うんですけども、そこらあたりはどうで

しょう。 

○会長  はい、お願いします。 

○事務局  昨年でございますが、守口市接続期カリキュラムをワーキンググループで作成させて

いただきました。その中には当然市の教育委員会にもグループに参加していただいているところで

ございます。その中で委員さん、会員さん等々の御意見をいただいて、平成31年３月末に一応カリ

キュラムというのを作成をさせていただいたんですけれど、今後につきましては、まずは公立園か

らいろいろ取り組みしていこうと思っているところでございまして、そういう情報の共有も皆さん

にさせていただき、その中で教育委員会とも情報共有させていただいて、委員おっしゃっておられ

ました教育との接続という部分につきましても今後連携させていただいて、どういうふうな形でや

っていくかというところを考えているところでございますので、そこはもう少し教育委員会とも協

力、提携させていただいて、民間園さんの御意見をいただいて今後進めてまいりたいと考えており

ますので、よろしくお願いいたします。 

○委員  ぜひよろしくお願いします。幼稚園とか保育園って子どもを遊ばせてばっかりやって言

われてしまうことが多いので、実はそこに大事な意味があってそれが小学校につながっているんだ

よというのを一般の方に知っていただくというのはこれから先の教育にとってはとっても大事なこ

とだと思うんで、ぜひそのことをよろしくお願いしたいなと思います。 

 それからもう一つ続けてよろしいですか。子育ての負担、孤独感の解消ということで、目の前の

親の対策のことは書かれているんですけれども、これから親になってくる子どもたちに対してどう

いうふうにしていくかという視点があってもいいかなと考えるんですね。思春期の子どもたちが子

どもに触れ合う機会が少なくなっているというのは、もう間違いない事実なので、例えば高校生の

子が保育体験で来たときに子どもたちの表情ってすごく学校と違うとかとよく言われるんですね。

それと同時にその中で先生といろんな話をすることとかが子どもたちにとってはすごく大事な意味
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があるということも言われたりしてます。そういう意味で、周りの大人とコミュニケーションをと

る経験の場をつくっていく、そしてその際に困ったことあったらいつでも相談に乗るよみたいな経

験を通して自分一人ではなくていつでも相談できるところがある保育士がいるとかという経験がベ

ースにあると、もう少し利用率とか上がってくるかと思うんですよね。そういう意味では自分が子

育てに入ったときに負担感とか孤独感を相談できる、それを抱え込まずにいられるような周りと安

心してかかわれるような環境づくりということもぜひ検討いただけたらなと思うんですけどもどう

でしょうか。 

○会長  事務局、お願いします。 

○事務局  今、委員がおっしゃったような、次の世代の親となる方たちへの支援ですけれども、

今第一期計画の施策Ｎｏ．４５というところで、乳幼児とのふれあい体験という事業がございます。

内容といたしましては、職場体験の一環として認定こども園などを訪問しまして、幼い子どもと触

れ合う機会を通して子どもを産み育てることの意義であったり男女が協働して家庭を築く大切さを

学ぶ機会という形で、この乳幼児とのふれあい体験というものを実施させていただいているところ

でございます。 

 第一期計画では、この乳幼児とのふれあい体験の項目につきましては、順調ということで事業実

施されているという評価でございます。第二期計画に向けまして今おっしゃったような部分も含め

て引き続き次の世代の親の育成という観点から、周りに認定こども園等で働いていらっしゃる保育

士さん等が理解者で相談者ということになって、子育ては孤独じゃないよという部分であったり、

これから成長していく中で、子育てに希望がその方自身が持てるような経験、知識を得る機会、充

実という部分でもこの乳幼児とのふれあい体験を考えていきたいというふうに思っております。第

二期計画の事業内容の記載内容については次回以降また会議で議題とさせていただきますので、そ

の中でもまた御意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○委員  済みません。私たちどうしても、ここをこうしたらいいのにとか、どうしてもワンポイ

ントにぐっと入ってしまうことがあるので、そこら具体的な施策であるとか目標的な部分ではこち

らでというふうな整理はお願いすることになると思うんですけども、そういうふうな意味でかなり

突っ込んだ話とかが出てくることは、ちょっと御了解いただいたらありがたいなと思います。文句

を言ってるわけではないんで、私たちそういうところ、すごく下手ですし、どうしてもそこに思い
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があるだけに、そういう話まで行ってしまうということはありますので、よろしくお願いしたいな

と思います。 

○会長  今のところは、乳幼児とのふれあいというのを早い時期から持って、そして自分が親に

なるとか、あるいは保育者になるとか、本当に保育者を目指すとか。そんなにふえてないようなち

ょっと何か減っているような気もしますので、そういうところから保育者になりたいというのが、

ふえていくとすごい保育も全体的に充実していくかなというふうには思いました。 

 私から先ほどの接続期の話に戻りまして、接続期の話、保幼少の連携だと、他市の実践なんか見

ると、やっぱり私立園とかだとどうしても校長先生だと個人との関係で進んでいって、校長が異動

になったらそのまんまなくなっちゃうとか、そういう関係になりがちなんですけど、市を挙げて幼

小の連携進めるときに公立園の役割っていうのも大きいかなというふうに思うんです。突然なんで

すけど、委員、いかがでしょうかね、そのあたりについて。 

○委員  公立園でも、今はちょっと具体的な取り組みはまだなんですけれども、公立園としても

小学校との連携がかなり少ないなというのを感じているところで、公立認定こども園は去年から公

開保育という形で民間園の先生にも来ていただいて一緒に勉強する機会を持ったり、その案内を小

学校にもさせていただいているんですけど、小学校の先生の参加があんまりないという現状がある

ので、その辺を関係のところと一緒に連携して働きかけていただいて、就学前施設でやっているこ

とを小学校の先生にも知っていただく機会は持ったほうがいいかなというのは、私も希望します。 

○会長  市を挙げて進めて、就学前教育の役割というのと就学後のというので、両方生かし合っ

てやっていくようなことが大事かなというふうには思います。 

 ほか。委員。 

○委員  仕事と子育ての両立支援のところですけれども、私たちよく言われるのは、兄弟が違う

ところに行ってて、送っていく時間がかかったりとかということで、大変なんだというふうなとこ

ろあるんですね。働き方改革が進められていく中で、やっぱり職場での仕事関係の安定性であった

り家庭の中での安定性、子どもに対する３０分でも早く行かなければならないからどうしても声が

荒くなってしまったりというようなところがあるんですけれども、両立支援という観点から今は兄

弟が同一施設へ入るというふうな例を挙げましたけれども、保護者が利用しやすくなるような、ま

た環境整備というのは、どういうふうに考えていくのかなということを聞かせていただけたらあり
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がたいですけれども。 

○会長  事務局。 

○事務局  今、具体例といたしまして兄弟の例えば同一入所のことをおっしゃいました。現在、

守口市としては、まず第一優先として考えさせていただいていたことというのが、保育の必要性の

高い方に保育を利用していただくといった部分でございます。待機児童の解消も含めて保育を求め

られている方が保育を利用していただくことをまずは第一優先ということで考えさせていただいて

おります。今後、児童人口等の推移、推計にもよると思うんですけれども、例えば過剰供給、受け

皿がたくさん余ってきたというようなことになってくれば、また新たな保護者の利用しやすい環境

という部分についても検討の余地はあるとは思いますけども、現時点ではやはりまだ保護者さんの

需要に応じた供給量の確保という部分が第一の考え方になってこようかなというふうに思いますの

で、御理解いただきますようお願いします。 

○委員  いずれにしても、そういうところがやっぱり親に対するそれこそストレスが虐待とかに

繋がるということも考えられるので、将来的にここらのことを丁寧に考えていただくことが、すご

く大事かと思いますので、よろしくお願いします。 

○会長  では、どうでしょう。第２章はこのぐらいですよね。 

 それでは、第３章のほうに移りたいと思います。じゃ、第３章の説明お願いいたします。 

○事務局  それでは、続きまして、「第３章第一期守口市子ども・子育て支援事業計画の評価と

課題」について資料４に沿って説明いたします。 

 この章では、第一期計画に掲載している第５章施策目標別の展開、第６章事業計画について、そ

の事業評価と今後の方針等について掲載しています。 

 まず、前半部分、１から５ページまでが、第一期計画の第５章施策目標別の展開についての事業

評価とその考察になります。２ページ目に推進項目ごとの事業評価を掲載しています。毎年、事業

の進捗状況を子ども・子育て会議で報告していますが、先日の第２７回会議で報告を行いました平

成３０年度の進捗状況の結果を数値化して、この表に掲載しています。進捗状況では、特に順調、

順調、ややおくれている、おくれている、未実施の５段階で行っていましたが、特に順調を４点、

順調を３点、ややおくれているを２点、おくれているを１点、未実施をゼロ点として評価していま

す。１３５の事業・取り組みについて、１つの事業・取り組みで複数の担当課がある場合や再掲事



－25－ 

業の場合などを踏まえ、全ての評価を推進項目ごとに分類すると、表のとおりとなります。 

 推進項目で申し上げると、子育てバリアフリーの推進、全ての子育て家庭への支援、子育て中の

社会参加支援、親の就労と子育ての両立への支援の推進、男女共同子育ての推進、ワーク・ライ

フ・バランス（仕事と生活の調和）の実現の６項目が評価が低いのがわかります。施策目標別に見

ると、子育てにゆとりが持てる環境づくり、子育てと仕事の両立支援の分野の評価が低くなってお

り、今後、第二期計画では取り組みを強化していく必要があります。 

 ３ページから５ページにかけては、事業評価の考察を掲載しています。先ほどの進捗がおくれて

いる、点数の低かった項目や、今後、市として力を入れていく項目等についてピックアップして掲

載しています。 

 施策目標１子どもの豊かな成長支援、推進項目２就学前の教育・保育の充実として、それぞれの

教育・保育施設や家庭、地域で多種多様な取り組みがされており、子どもたちの豊かな育ちと学び

を支える取り組みをされていますが、守口市では、第一期計画期間中、大きな転換期として、平成

２７年１１月に市立施設の再編整備計画を策定し、本市の就学前の教育・保育サービスは民間事業

者からの提供を基本とするなどを取り組みの方向性として、市立施設の集約化と民間移管を実施し

ました。その結果、市立施設では時間外保育や３歳児からの幼児教育を新たに開始するなど保育サ

ービスの拡大が図られました。今後も就学前教育・保育サービスの充実に向けて引き続き取り組ん

でいく必要があります。 

 また、昨今、就学前児童が小学校に入学した際、子どもが新しい環境に適応できず、授業中にも

かかわらず席を立ち歩き回るなどといった小１プロブレムが問題となっております。本市では幼保

小連携の一環として、昨年度、市と民間事業者、また大学の先生方の御意見等も伺いながら接続期

カリキュラムを作成しました。小学校に入学した最初のつまずきを少しでも取り除くことで、学力

の向上などにもつながります。子どもが新たな環境に適応し、安心して小学校に通学できるよう今

後も引き続き、接続期カリキュラムの活用や更新を通して幼保小連携の強化に取り組んでいく必要

があります。 

 次に、施策目標３子どもの人権尊重と権利擁護の推進、推進項目２児童虐待防止策の充実につい

てです。近年、ニュース等でも子どもへの虐待に関する報道をよく目にすることがあります。本市

では相談・訪問事業や保健センターで実施している乳幼児検診などで虐待の未然防止、早期発見・
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早期対応に努めているほか、家庭や育児相談や家庭訪問の実施などさまざまな取り組みを通して児

童虐待の防止に努めています。また、今年７月には子育て世代包括支援センターを市役所内にオー

プンするなど、妊娠期から子育て期までの総合相談窓口として、子育て相談や虐待についての相談

などを行っています。児童虐待は重大な人権侵害であり、今後も引き続き子育て世代に寄り添った

支援を行い、児童虐待の未然防止、早期発見・早期対応に努めていきます。 

 次に、施策目標４子育てにゆとりがもてる環境づくり、推進項目１子育てバリアフリーの推進に

ついてです。守口市では、授乳やオムツ交換ができる施設を赤ちゃんの駅として登録し、子育て家

庭が安心して外出できる環境を整備しています。市内道路においても子ども連れの親子が安心・安

全に通行できる道路環境の整備に努めていますが、市内にはいまだ幅員が狭い歩道や段差のある歩

道などがまだまだ多く残っております。施策Ｎｏ．８３安全・快適な道路環境の整備でも担当課の

自己評価はややおくれているとなっており、市内道路の整備は行っているものの、今後の方針でも

引き続き歩行者等の通行空間の整備に努めていくとあります。今後、子育て世代に守口市に定住し

てもらうには、子育て家庭がストレスを感じることなく、気軽に外出できる環境整備など、さらな

る子育てにやさしいまちづくりに努めて行く必要があります。 

 続いて、推進項目２全ての子育て家庭への支援についてです。本市では、教育・保育施設を利用

する家庭だけではなく、在宅で子育てをされている家庭も含めた全ての子育て家庭が安心して子育

てをできるよう、子育て情報の発信や育児相談の実施、子育て中の親同士の交流の場を設けるなど

の支援を行っています。その中で、地域の子育て支援として、現在、子育て世代包括支援センター

が所管しているファミリー・サポート・センター事業ですが、近年、依頼をお願いする会員の増加

により、活動依頼件数が増加しているものの、依頼を受ける協力会員がふえていないため、活動の

調整が難しくなっています。協力会員を確保するため、これまで以上に、募集チラシを作成し、小

中学校の保護者に配布したり、市広報、ＦＭ－ＨＡＮＡＫＯ、ホームページ等を活用して事業周知

を図るなどの取り組みが必要です。 

 次に、５ページの施策目標５子育てと仕事の両立支援、推進項目１親の就労と子育ての両立への

支援の推進についてです。本市では、仕事と子育ての両立支援として、保護者の就労形態の多様化

に伴う保育ニーズに対応するため、さまざまな保育サービスの充実に取り組んでいます。また、待

機児童の解消も図っています。 
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 第２章のニーズ調査結果でもありましたが、近年の保育ニーズの増加に伴い、病児保育事業の必

要性が高まっています。本市では平成３１年度から病児保育事業を実施していますが、今後、さら

なるサービス拡充に向けて検討を行っていく必要があります。 

 待機児童については、平成３１年４月時点でゼロ人となりましたが、今後も保護者の保育ニーズ

に的確に対応し、引き続き待機児童の解消を図っていく必要があります。また、保護者の就労形態

に応じた時間外保育や一時預かり、休日保育などの保育サービスの充実についても今後、努めて行

く必要があります。 

 続いて、推進項目３男女共同子育ての推進についてです。守口市では、平成２８年３月に守口市

男女共同参画推進計画を策定し、男女が性別にかかわらず、その個性と能力を十分に発揮し、とも

に子育てに取り組むことができる社会の実現を目指しています。研修や各種講座等で男女共同子育

ての推進を図ってきましたが、３０代から４０代のまさに子育てをされている世代の男性の参加率

が低い現状があります。特に子育て世代の男性を対象に育児参加や子育て参加について啓発を行い、

男女共同子育てをより一層推進していく必要があると思います。また、大人だけでなく、子どもも

対象に小さなときから男女共同参画の意識形成を図っていくことも必要です。 

 以上、第一期計画の第５章施策目標別の展開に対する事業評価の考察でした。ここでは、平成３

０年度の事業進捗評価にて、評価の低かった事業がある推進項目を主に掲載する予定としています。

ただし、一部例外もございます。 

 ２ページに戻りまして、表の施策目標４子育てにゆとりが持てる環境づくり、推進項目３子育て

中の社会参加支援は評価の平均点が低いですが、これは、評価の低かった事業・取り組みが、再掲

事業として、再度登場することで、推進項目の評価点数が低くなっています。３ページ以降の考察

で、同じ事業を２度取り上げる形になってしまうことから、あえて割愛させていただいています。 

 続いて、６ページです。６ページ以降では、第一期計画「第６章事業計画」に係る計画期間中の

実績値を掲載しています。市町村子ども・子育て支援事業計画は５年を一期とした教育・保育提供

区域ごとの各年度の教育・保育の量の見込み、確保方策などを定めることと子ども・子育て支援法

に規定されています。６ページから１３ページまでは、平成２７年度から平成３０年度までの教

育・保育の量の見込みと確保方策について計画値とともに実績値を掲載しています。 

 １４ページから３０ページまでは、地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策につい
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てです。子ども・子育て支援法で規定されている、市町村が市町村子ども・子育て支援事業計画に

従って実施する１３の事業について、平成２７年度から平成３０年度までの量の見込みと確保方策

について計画値とともに実績値を掲載しています。 

 ６ページ以降については、毎年、子ども・子育て会議で報告している数値を掲載している形です

ので、詳細な説明については割愛させていただきます。 

 以上で、資料４「第３章第一期守口市子ども・子育て支援事業計画の評価と課題」についての説

明を終わります。 

○会長  どうもありがとうございました。それでは、３章について御意見などよろしくお願いい

たします。 

 委員お願いします。 

○委員  施策目標の１のところで、子どもの豊かな成長支援の推進項目の２が教育・保育の充実

と書かれてるんですけれども、就学前の教育、保育の充実については保育量の拡大と保育の質の向

上の両方必要だと思うんですね。保育サービスのということが書かれてて、どうしても量のところ、

当然守口市待機対策の解消にすごく大変だったというのもわかるんですけれども、質の向上につい

てもぜひ記載していただきたいと思います。この子ども・子育て支援法の基本指針の中で３つ挙げ

られてて、保育の責任者は親であるということ、保育サービスの提供、総合的な保育サービスの提

供と質の拡充ということで、ここでも質の拡充というのははっきり出てるんですね。そういう意味

では、ぜひここに質の問題についても載っけていくべきじゃないかなとは思うんですけれども、ど

うなんでしょうか。 

○会長  事務局。 

○事務局  委員がおっしゃいますように、平成２７年度からスタートしました子ども・子育て支

援新制度につきましては、量の拡充と保育の質の維持向上というのが両輪になってございます。守

口市といたしましては、この間待機児童の解消に向けて認定こども園への移行促進であったり、小

規模保育事業の新規開設と量の拡充に向けて取り組んでまいりました。それと同時に合わせまして、

例えば保育教諭の資質向上のための研修であったり、処遇改善などをさせていただきまして質の維

持向上についてに一定取り組んでまいってます。また今後も引き続き保育の質の維持向上について

も取り組んでいく必要があると認識しております。委員おっしゃいますように、この推進項目２就
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学前の教育・保育充実の部分で保育の質の向上についてもちょっと記載のほう検討させていただき

たいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員  ありがとうございます。先ほどの人口推計なんかを見ても、保育事業が他の市では無償

化になることによって働きたいとかということで、ふえる可能性がすごく高いんで、困ってるとこ

ろもあるんですけれども、守口市の場合はある程度３・４・５歳については安定的になってきてる

んじゃないかなと思うんですね。これまで子育て支援ということで無償化を先進的に進めてた守口

市である以上、やっぱり今度は質のほうに目を向けていただきたいなと思ってますし、無償化を国

がやることによって、財源的にも若干余裕が出てくると思うんですね。そういうところも、子ども

たちのために検討していただきたいと思います。国でも市単独の補助金については、減額されるこ

とのないようにしてほしいという、要望が出てたと思うので、引き続きこれから先も質の向上とい

うのを考えていただけたらと、ここに載っけてくださいということではなくて、意見としてちょっ

とお願いしたいなと思いますので、よろしくお願いします。 

○事務局  関連でいいですか。今、委員のほうから御指摘、御意見頂戴いたしました。今おっし

ゃられてます、これは我々としても認識いたしておるところでございます。今後、国の無償化もス

タートします。そういった部分も含めて、今の御意見も十分認識した上で、今後また子育て世代に

どうするべきかというところを含めて質の部分で確保できる部分についても我々としては充実させ

ていきたいというふうに考えておりますんで、よろしくお願いいたします。 

○会長  委員お願いします。 

○委員  今、もう御答弁いただいたんで、重なってしまうとこはあるんですけれども、今、委員

のほうからもあったように、私もやはり保育の質については気になるところで、ぜひここに掲載い

ただきたいなと考えてます。質といえば、どういうことを質というのかということで、やはり一つ

は人材の確保として守口市もやはり待機児童の解消はいいんですけれども、今後なかなか困難にな

ってくるであろう保育士の確保という意味で、それぞれの施設がここにも書かれてますように、民

間事業からの提供を基本とするとすれば、民間事業者の努力ももちろん人材の確保という意味では

必要なんですけれども、なかなか困難な状態があるという現状です。これも本当に笑い話みたいで、

ふるさと納税みたいに各市町村がそれを競ってこれをつけてあげるから保育士になってくださいと

いうことで、どんどんどんどんそういうのが過剰な状態になっています。全国で無償化が始まると、



－30－ 

間違いなく私は全国的な問題になってくる、課題になってくると思います。そこでもって誰でもい

いというわけではなくて、やはり質の高い保育士・保育教諭がその施設に入ることによって安全・

安心とか、保育の中身までよくわかって子ども主体の深い学びにつながるようなそういう保育の提

供ができるというように、つながってくると思うんで、これは本当に一体だと思うんですね。です

から、待機児童の解消も大事ですし、保護者に対する経済的な負担軽減、これも非常に大事なんで

すけども、一方では預かるほうの施設側がしっかりと体制づくりができなければ、これ間違いなく

この制度というのは、いい方向には向かないと思いますので、そういう意味で保育の質の向上とい

うことで、今幼稚園会とか認定こども園もそうですけども、２種免許から１種免許への上進という

ことで、研修を受けて今までは２種免許で資格でやっていた保育を今度は１種免許の資格をみんな

持っていってやはり質を上げていこうという努力もしておりますし、なかなかこれにはまた受講す

る必要があるんですけれども、今度は受講するために今保育を担っているかわりになる代替の保育

士が必要になってくるとか、やはり現場はいろんな課題を抱えながら、それをどういうふうに実現

できるかということを今向き合っているので、そういうところについては、この保育の充実という

ところに合わせてやはり保育の質とか人材の確保というんですか、これも市としてやはり全面的に

努力していきますよということをぜひ表記していただきたい。昨年度、これも直近で新聞に載って

ましたけれども、こども園とか保育、認可外も含めてですけども、死亡事故ですね、保育所施設の。

それについては、２０１８年に９件ですかね、これもう昨年度比でいうと１件多く出てしまってい

るということで、全治３０日以上の事故なんかにしたら１,２１２件挙がってまして、これも前年度

対比で１．３９倍の３４０件増加してるということで、これもまた無償化が始まったときに、どこ

でもいいからどんな施設でもいいからどんどん預けましょうということで、またそこでもってそう

いうけがや死亡事故につながってしまえば元も子もないけど、市としての全体的な子育て支援とい

う、全面的に進めてらっしゃるところが、また信頼の失墜につながるということにもなりかねない

と思いますので、もちろんその子どもを預かる各施設の努力義務というか、努力は必要ですけども、

もう一度市としてもそういうところにも支援していくんですよということを表記いただけたらなと

思います。 

○委員  よろしいですか。先生の確保については、宿舎借り上げの補助金を運用してもらうとか

で御協力いただいてるんですけれども、結局のところ質の向上という中に、例えば施設の先生の数
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であるということとか、構造的なものと同時にその中の先生の資質向上といういわば能力を高くす

ることによって子どもにかかわることがうまくいくというような部分があるので、ぜひそこらも合

わせてやっていただきたいんですけども、人材の確保ということについては、下手をすると人数さ

えいてればいいという形で対応ということに施設が考えてしまうと難しいので、できるだけいろん

な多様な人を集められるようなことをぜひ検討していただきたいなと思うんですね。そういう意味

では、この大まかなところに書けるのかどうか、私もちょっと思って、もう少し先ほどの質問の中

で、突っ込んだことを言おうかなと思ったんですけども、いずれにしても質の向上というところに

ついては違いはないかなと思うんで、またぜひそこらのことも先ほどおっしゃってた細かい内容の

ところで丁寧に御検討いただけたらいいかなと思うんで。 

○会長  ありがとうございます。 

○委員  御答弁いただく前に今もう補足説明いただいてるんですけども、基本的に私も今言われ

たことと同感というか同じ思いでおりますので、この人材の確保については、また今後の計画の中

で表裏一体というか、決して区別、区分できるもんではないですよと、やはり質の高い保育をしよ

うと思えば人材というのはもちろん必要になってくるわけで、ですから、また今後、章の後のほう

ですか、計画とかで述べさせていただくことも可能ですし、ここに表記するかどうかいうのは、今

の形で質というのは大事ですので、質の中には人材の確保というのはもちろん入ってきますよとい

うことでの認識なんです。 

○会長 はい。じゃ。 

○事務局  いろいろな御意見賜りましてありがとうございます。この計画の中に質の向上という

のを我々も十分認識しておるところでございます。また、人材の確保というのも上質な人材の確保

ですね、そちらも必要というのは十分認識しております。どの項に具体的にどう書くかというのは、

またいろいろ御意見賜ってやらせていただきたいとは思うんですけれども、何分、委員おっしゃっ

た具体的に人材の確保の部分で支援させてもらうというのは、なかなか難しいかなというふうには

思っておりますので、そこら辺またいろいろ御意見賜りながら、この中に質の確保の部分で表記さ

せていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○会長  関連して、現在、やっぱり保育士の養成校って多いんですけど、これだんだん淘汰され

て減っていきます。今がピークなんですね。委員御存じだと思いますけど、今がピークでこれから
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かなり少なくなってくると思うんですね。例えば福井県かあるところでやったんですけど、市と養

成校が連携して例えばもうその地域の子たちに保育のほうへ進んでもらう子をふやして、長期間か

けて養成校へ２年だけじゃなくて、入る前も入った後も責任持って研修などもして、長期間を視野

に入れて人材確保と質の向上っていうのも担ったりしている自治体とか、養成校とかもありますの

で、そういう事例なども参考にしていければなと思います。今度、具体的な内容を書くときに出て

くると思うんですけど、質の向上と人材確保というのと同じことというのを単に量が要りゃいいわ

けじゃないですし、数がいなくて少数精鋭でやるわけにもいかないですから、今後具体的な６章の

ときに議論していけたらなというふうに思います。 

○委員  関連して、さっきから小さいころから何をしているかというのをちゃんとつないでいく

ということにかなりこだわっているのは、実はここもそうですし、次の虐待のところですね、人権

尊重と権利擁護の推進のところでも、やっぱり国連の勧告があったこととかというのを小さいころ

から聞いていれば、それが大人になったときに生きてくるんです。それを例えば障がいを持ってる

子どもと一緒に生活する中で、一人一人がこれって大事なことやしみんな違うんだと気付く。さっ

きの多様性のところのね、外国の方のこととかも一緒で、そういう意味では小さいころからの成長

の中に全てここが絡んでくるという意味ですごくこだわらせていってもらってるので、ぜひそうい

う観点で今の対策は確かに大事だし、今ここから５年のスパンで考えることなんだけれども、その

中に小さいころからの育ちという視点で入れられるものがあればなあとは思ってますので、ぜひお

願いします。それで今言ったように、人権尊重と権利擁護の推進ということを先ほどおっしゃって

た、やっぱり小さいころから、人としてお互いを見ていくというふうな関係性というのもぜひ組み

込んでいけたらいいと思ってますので、そういう意味でも質の向上というのは、ぜひお願いしたい

なと思ってます。ごめんなさい、意見です。 

○委員  次の計画策定に行くというとこで、ちょっとスキームの話なんですけど、これはもう１

３事業の視点、評価課題になるんですけど、多分この５年それから次の５年を見据えたときに、今

想定していないことがすごいたくさん出てくる、今おっしゃった外国籍の問題、それからLGBTの問

題、それから国連の持続可能な開発目標（SDGs）の問題、貧困の問題、ＩＣＴの問題、障がいの問

題とか働き方の問題となると、やっぱりそこを見据えた計画にするためにも、無論枠組みが決まっ

てる評価・反省ではあるんですけど、次の計画に向けてやっぱり新しい項目とかを意識していって
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一度つくると見直しはするながらも大幅な計画の改定というのは非常に難しいというふうに思うの

で、そこもやっぱりイマジネーションであったりとか、これだけたくさんの委員の方がおられると、

なかなかやっぱり保育に傾倒してしまうけど、それぞれの立場からいろんな御意見が聞けるように

なったほうが次にはつながるのではないかなというふうに思いました。 

○会長  委員。 

○委員  関連すると思ってるんですけど、どこかで保護者への経済的支援ということが載ってた

と思うんですけど、経済的支援もさることながら、質の向上ということについてはやっぱりいろん

なところでお互いに尊重し合えないといけないということを啓発、啓蒙というかずっとそういうこ

とを言い続けていくことが保護者の勉強会でも何でもそういうことがずっと大事なんではないかな

と思うんです。経済的な支援をしたからそれでいいという感じでもないと思うんだけども、それが

どうも私は経済的な支援を本当にそれは要るんだろうかという、ちょっと気になって、それよりは

そういう啓蒙、啓発活動のほうがずっとずっと大事と違うかなと思ってます。 

○会長  委員お願いします。 

○委員  １６ページのところの放課後児童健全育成事業のところで少し意見言わせていただきた

いんですけども、①の低学年のところは、もう待機児童もなくスムーズに子どもたちを放課後保育

していただいているんですが、②番の高学年のところは、量の見込みとしてこれだけのニーズがあ

るにもかかわらず、毎年毎年ゼロの数字しか並んでいないんですね。登録児童室にて対応というふ

うに書いていただいてます。これは私、ＰＴＡの絡みなので高学年に対しては各小学校に設置して

ます登録児童室という放課後の全児童対策のときにつくっていただいた子どもたちが遊べる空間が

あるんですけども、そちらで対応していただいてるんですけども、やはりそちらの施設では支援の

必要な子どもたちは全く来させないというか、利用しないでくださいというふうな対応とられる、

そこのお部屋を管理していただいている方がそういうふうに対処されるので、どうしても高学年に

なって少し補助の必要なというか、本当に介護の必要な方はそういう専門の施設を利用するなり有

料の民間施設を使用されるなりするんですが、それ以外に少し補助のいる方なんかは、やっぱり家

で留守番させられないという状態で、小学校、特に５年生、６年生になると子どもの帰宅時間がか

なり遅くなりますのでそんな心配は余り要らないかと思うんですけど、４年生に関してはまだ低学

年と同等の時間帯に帰宅しますので、すごく家に１人でおらないといけない時間は長くなるんです
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ね。そこに不安を感じて仕事をやめられる方とかがかなりいらっしゃるというのも実情として聞い

たことがあります。ニーズ調査もしていただいたんですが、全体にかけてのニーズ調査なので、ど

うしてもそこを利用されている方だけのニーズ調査にはならないということで、仕事をやめざるを

得ないお母さんが多くいるというのも現状です。これだけの方が利用したいということで挙がって

ると思うんですけども、その中でゼロ、ゼロ、ゼロが並んでいるということ自体が対応してもらえ

てないという評価に見てしまうんじゃないかなというのが自分の中でも感じますし、実際適切な対

応していただけるかなという疑問点もかなりあります。せっかく民間委託で３年生までの児童クラ

ブのほうは民間委託になって、入会児童室は民間委託になったので、サービスの向上とか時間の延

長も可能になった上で、逆に４年生までの受け入れを市としてもっと推奨していただくとかいう形

で少しでもお母さん、お父さんが働ける条件をもっとつくっていっていただければ。逆に他市を見

ていると高学年までの学童保育がかなり多くなってますので、その辺の安心感というのを保護者に

も持てるような守口市になっていっていただきたいなと思います。 

○会長  ありがとうございます。どうでしょう、今の意見に対し事務局何かありますか。 

○事務局  先ほど委員さんがおっしゃっておられます障がい児さんですけれども、基本は入会児

童室は１年から３年、低学年分野になるんですけども、一応、３期休業の期間、春休み、夏休み、

冬休みにつきましては、預かっていただくような形で障がい児のほうの受け入れは実施させていた

だいているところでございます。 

○委員  それはわかってます。 

○事務局  今、お言葉を申し上げたのは、現状でございまして、この民間委託する際に長期休業

日以外の平日の障がい児の受け入れ、あるいは高学年児の受け入れという議論もあったんですけど

も、まずは時間延長と、あとサービス拡充の部分で同じ料金でということを大目途に今回民間委託

させてさせていただいてます。まさしく次の課題というのは、おっしゃるとおり、障がい児の問題

ですね、高学年の受け入れということなんですけど、高学年での受け入れに関しましては先ほど委

員おっしゃったとおり、守口市としては登録児童室ですね、そちらのほうを他市に比べましてかな

り充実しておりまして、そちらのほうで一応受け入れ体制を行っているというところでございます。

その辺も御理解いただきまして、今後の課題としては十分認識いたしておりますので、今後は市と

してもそういうところで考えていきたいと思ってますので、御理解のほどよろしくお願いいたしま
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す。 

○会長  委員。 

○委員  障がい児だけの問題ではなくて働いている親全体の問題だと思いますので、やはりこれ

を今後の対策としてこういうふうな民間委託のところには提案していきますとかいう、どういう対

策をとられるかというのを少し載せていただいていれば、このゼロ、ゼロ、ゼロの意味がすごくま

た違ったものになってくるんじゃないかなと思うんですけども。 

○事務局  委員がおっしゃった、ここにゼロ、ゼロ、ゼロという荒っぽい書き方ではなしに、も

うちょっと課題もわかってるんやったら、その部分を記載して皆さんに御理解いただいたらどうか

ということやと思うんです。 

○委員  その文言があるのとないのでは全然この表を見た時点での感覚が違うと思いますし、保

護者のほうもちょっと安心するのではないかなと思います。 

○事務局  一度、事務局としてどんな形がいいのか今ちょっと得策は思い浮かびませんけれども、

委員の御意見を頂戴しながら、考えていきたいと思います。 

○委員  よろしくお願いします。 

○会長  児童クラブの小学校ということは、定着の問題になってる、これからの定着のところで

も力を入れていって、今いいところかなと思いますので、また御検討していただければと思います。 

  そのほか。委員、お願いします。 

○委員  量の見込みの確保方策の実施時期ということで１号から２号、３号書かれてるんですけ

れども、今後これから先、子どもたちの生活がどうなっていくかということは、すごく大事なんで

すけれども、一応３０年度までなんですけど３１年度の４月時点、この前数字の報告いただきまし

たよね。ああいうことがもう既にわかってるんであれば、記載するというのはどうなんでしょうか

ね。これは向こう５年間を見通したときに、どうなのかということを考える資料だとは思うので、

すると３１年から現在こういう状態なんだというのがわかれば、これから先もというより広い視野

にとれると思うんですけど、３０年で区切るというよりもいいとは思うんですけれども、どうなん

でしょうか。 

○会長  事務局。 

○事務局  今回、実績値ということで、３０年度までを記載させていただいているところです。
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３１年度につきましては、前回の会議で暫定値という形で教育、保育の量の見込みについては御報

告させていただきました。しかし、地域子育て支援事業の１３事業というのがどうしても年度末時

点での数値というのが実績値になってまいりますので、そちらは出しようがないといったところか

ら３０年度までの記載とさせていただいてます。ただ、委員おっしゃるように、次の第二期計画が

出るときには、当然今までの状況等というのもしっかりと分析した上でつくっていかないといけな

い数字ですので、別資料として例えば２７年度から３１年度の推計というか推移等は出させていた

だこうかなというふうには考えておりますが、計画としては３０年度までで両方の掲載内容を合わ

させていただいているということでございます。 

○委員  それと関連して、それは仕方がないとしても、ここの注記のところですよね、市が施設

に通園する市内の在住児を含むとか、これが年度によってかわってきてますんで、最終的には実際

に利用してない乳幼児を入園児というふうな表記の中に含めてたりとかするので、具体的なこれか

ら先の計画を考えるときには、ちょっとすごく見にくい、ぜひ委員さんの中でも多分数字が違うの

ではと私も最初そう思ったので、ぜひそこらをわかりやすいようなものにした資料は、ないんでし

ょうか。もしあるんであれば、これから先の方策を考えるときに意味があると思うんですね。それ

と、今も言いましたように、未利用児、利用してない子どもも含んだ子が入園児という表示の中に

含まれてしまうんだったら、ちょっと意味合いが違うんじゃないかなと思うので、利用申請数であ

るとか、認定された子どもの数であるとかというふうな形でちょっと整理したほうがいいように思

うんですけども、いかがでしょうか。 

○会長  事務局。 

○事務局  まず、表記方法、今入園者数という形で記載させていただいてまして、米印として未

利用児童児、待機児童児を含んでますという形で記載させていただいてます。申請者数もしくは支

給認定者数で表記でどうだろうかということで御意見いただいたんですけれども、いずれにしても

注記をどうしても入れないと説明としては正しい表記にはならないと思うんですね。その中で、一

般的にイメージが湧きやすいのは、一応入園者数という形で今回表記させていただいているところ

ではあります。ただ、他市の状況等も資料等を参考にしながら、ちょっとここの表記については一

度検討させていただきたいというふうに考えております。 

次に、その内訳ですね、この数字をズラッと並べてはいるものの、細かい内訳等を口頭で説明す
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ることはあるんですけれども、なかなかイメージが湧きづらいということで、追加資料をというこ

となので、次の量の見込みと確保方策を議論していただくときには、２７年度から３１年度までの

実際に利用している人数と未利用、そういった内訳をしっかりと視覚的にわかるような形で資料を

作成させていただいて、御確認いただいた上で御議論いただけるようにさせていただきたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

○委員  そうですよね。感覚としては、各年度の何か実績の数がはっきり分かるほうが良いかな

と思います。各年度のね、またできたらよろしくお願いしたいなと思います。 

○会長  どうでしょう。委員お願いします。 

○委員  推進項目２の全ての子育て家庭への支援なんですけれども、ここで先ほどの資料の第２

章のところにもあったんですけど、地域子育て支援拠点事業とか、利用しているという回答のあっ

たのは１割強であり、保護者の８割以上が利用していないとか、こういう状況を聞くと、何か理由

があるのかなと、ただただ周知が徹底されていないのか、利便性が悪いのかとか、そういう分析が

大事になってくるかと思うんですけど、ここにも協力会員が微増のためということで、これはファ

ミリー・サポート・センターについて書かれてるんですけれども、この中に協力会員を確保するた

めに募集チラシを小中学校の保護者に配付したりとか、ＦＭ－ＨＡＮＡＫＯ、ホームページという

のが大体毎回出てくる内容にはなるんですけれども、私が思うにやはりニーズ調査するときもそう

だったんですけれども、保育園とか幼稚園とか認定こども園の直接保護者にそういう手紙を配付す

るとか、市のもの、公共的なものを含めてすると非常に周知率というのが高まると思うんで、なか

なかこちら予算であるとか印刷費であるとか製本費であるということはあると思うんですけれども、

ＦＭ－ＨＡＮＡＫＯがだめやと言ってるわけじゃないですけども、ホームページどれぐらいの方が

見られるかというよりかは、やはり直接そこに子どもを預けてらっしゃる方に直接手渡しで全部に

配付すると、全戸配付が一斉になされるので、かなり周知率というものが徹底できると思うんです

ね。ですから、こういうところにも協力会員も一緒に私が預かってあげようとか、もちろん小さい

子どもさん持たれてる方は、預けようという思いのほうが強いかもしれないですけども、中には余

裕のある方が一緒に子どもさんを私のところと一緒に預かってあげることも大事かなというか、か

かわりを持たせてあげられるしとか、そういう考え方もあるのかなと思うんで、ここは小中学校の

保護者にということで、配付されてるんですね。今後の周知の仕方という意味では、ぜひそれぞれ
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の施設のところですね、これは認可外も含めてですけれども、あとは小規模事業者とかも含めて、

そういうところに直接周知する方法を図っていけば、こういうパーセンテージも上がっていくんじ

ゃないかなと思うんですけど、その点についての取り組みとか表記は難しいですか。 

○委員  意見いいですか。 

○会長  委員。 

○委員  ファミリー・サポート・センターというのは、単に放課後預けるとかじゃなくて宿泊を

伴って預けたりとか、土日に預けたりってするものと解釈してていいんですか。ショートステイに

も。もし例えばファミリー・サポート・センターの事業がすごく機能することがほんとに良いこと

なのかなっていうそういう疑問なんです。 

○会長  どうでしょう、そのあたりは。 

○委員  機能してない、必要性を感じないことのほうがいいような気もするんで、それでファミ

リー・サポート・センターの中身もですし、たくさん機能したほうがいいんですかっていう質問で

す。 

○会長  いかがでしょう。事務局。 

○事務局  ファミリー・サポート・センター、宿泊を伴うお預かりというのは、ひとまずやって

おりません。一時預かりとしましても短時間が割と多く、また土曜日とか日曜日もやってはいるん

ですけれども、どうしてもお母さんたちがお仕事に行かなければいけなくてとか、そういう事情で

協力会員さんにお預けしているというところで、多くの方は、お迎えがちょっと間に合わないので、

その部分の御利用という方がほとんど、あとは習い事に行くのにやっぱり親の都合でお迎えとセッ

トで次のところにというのがありまして、そういう習い事の送迎というのが割とたくさんの方が利

用されているのが現状であります。 

○会長  ファミサポっていうとライトな理由で使うというイメージはありますかね。 

○委員  親も子も生き生きとしてほしいんだけども、自分の反省も込めて、本当に長い時間預け

ることがいいのかなとか、本当にちょっとでも預かってというほうがいいのかなというそういう疑

問を私は持っていて。本当に我が子にはつらい思いをさせたなということなんですけれども、子ど

もはつらいと思ってないんですけどね。でも今振り返ると本当にそれでよかったんかなっていう気

持ちがしてます。 
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○会長  ファミサポが想定しているのは、もうちょっとこうライトな短時間でちょこっていう感

じですよね。 

○事務局  今、委員がおっしゃいましたファミサポの活用ということですけれども、あくまでも

幼児教育、保育という部分は認定こども園ですよね。それか公立の認定こども園、私立の認定こど

も園、そういったところで、しっかりやっていっていただいてるというのが現状です。その中で小

学校へ上がってこられるお子さんとかが今先ほど事務局申し上げましたけれども、送り迎え、送迎

ですとか、そういった部分で少しお母さんがどうしても手がつけられないというような状況のとき

に御利用いただいているというのが一番多い状況でございまして、１日中預かって保育、そういっ

たものにかわるものをやってるというような現状がないとは言いませんけれども、非常に少ないと

いうような状況での活用の仕方ということになってございます。 

 それから、委員、おっしゃいました周知の方法といたしまして、一つやはり就学前の児童さんの

通われてる認定こども園等を活用してということでございます。今まで協力会員をふやすというよ

うな中で、今まではホームページまた広報のみというような形もとってございました。その中で、

やはり委員がおっしゃいましたとおり、直にお子さんをお持ちの御家庭へとアプローチしたいとい

うことで、まずは小学校、中学校というところに視点を置いて少し子どもも手が大きくかからない

というところで、そういったところに協力会員を求めたというところでの経緯がございます。それ

で若干ふえておるというところでございます。今後先ほどおっしゃいました本当に子育て世帯の

方々に周知していくという部分についても我々としても検討させていただきたいというふうには考

えてございます。ただ、なかなか今すぐにというような状況は、なかなか難しい部分もございまし

て、そういったところで今後ちょっと検討課題として御意見として承らせていただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

○会長  いいですか。 

○委員  この制度について、なぜお伝えしたいかというと、今後、国の無償化が始まるときに、

このファミリー・サポートの支援の制度を使うことについても無償の対象になってるんですね、３

階建て部分というのがありまして、施設に預けられないときにそういうファミリー・サポートも無

償の対象になっているので、今後間違いなくそういう、これ制度の話ですけども、どうしてもそう

いうところに今度は頼らざるを得ないというか、お母さんもどうしても預けたいんだけども、施設
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がいっぱいで預けられないときにはそういうことも対象になってくるので、やはりいかにそういう

部分も拡充していくかということと、今施設側では他市とのですけども、新２号と言われるいわゆ

る就労されている方ですね、御承知だと思うんですけれども、就労されてる方が今幼稚園児として

１号認定でいらっしゃるんですけども、そういう方は認定されると今度は預かり部分のところが無

償化の対象になってきますんで、間違いなく預かり事業というのが各施設にとって増加してくると

いう、人数が。これが受け入れられるかどうかいうことで、非常に今のキャパの面積の問題、先ほ

どの人の問題、安全確保の問題ということで、こういう課題が発生してくるのが目に見えてるんで

すね。ですから、こういう対応をどういうふうに市としてしていくかというのは、この量の見込み

のところもそうですけども、今後必ず課題になってくるのは、もう対応していく必要が出てくると

いうことで、それでもっていかに広く周知することと、できる限りそういう可能性のある方につい

ては協力会員として手を挙げていただくというのが大事になってくるのかなと。ちょっと制度と絡

まって広がるんですけども、そういうことがあって私もお尋ねした次第です。 

○委員  いいですか。お二人が言っておられること、そういう施設にいてるんで、すごくよくわ

かるんですね。委員もおっしゃってるように、利用できる人が利用できるようにっていうのはわか

りますし、委員がおっしゃってるように、本当にそれが十分機能し過ぎることは子どもにとって意

味あるんだろうかとかという観点で、そこはどちらかといえば地域力ですよね。今までだったらち

ょっとうちの子、たぶん帰れないので見ててって言って隣の人に声かけておくだけで対応できてた

事が、出来なくなっているという意味ですよね。だから本当はそういうふうな隣の人との人間関係

であるとか、その近所の人との人間関係が十分できてれいれば、そのファミサポ自身がそこまで広

がることはないだろうし、でも制度としてはあったほうがいいだろうし、というあたりだと思うん

ですね。そういう意味では６番目の地域力の活用による子育て支援という中で、またちょっとそこ

らあたりのことも考えてもいいのかなとは思います。だからお二人がおっしゃってることは、すご

くよくわかります。 

○会長  委員。 

○委員  私もここへ来るためにファミリー・サポートを実際に活用させていただきました。なの

で、すごく役に立ってる。あとさっきお話があった登録児童室の件なんですけど、未就学児も一緒

に、親が一緒ならばいけるということを上の子が小学校に入って初めて知ったんですね。なので、
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それはもっと早い段階で知ってたらもっと活用してました。仕事してないので。だからそういうの

をもっとせっかくいいことをたくさんしていただいているんで、もっといっぱいの人に知ってほし

いなと思います。 

 以上です。 

○会長  はい、ありがとうございました。何かほかに。 

 僕からじゃちょっと根本的なというか質問ちょっとしたいんですけど、２ページのところので事

業評価一覧になってますけど、こう見ると明らかに低いところがはっきりしてるわけなんですが、

４と５が低い理由は、なんでしょうか。４というのは恐らく一つ考えられるのは、どちらかという

とこれまで守口市が力入れてたところは、園にやっぱり待機児童解消というところですよね。そこ

にやっぱり力入れてて、全ての子育て世帯に対して子育てを援助していくっていう姿勢がちょっと

後回しになってたかなというところもちょっと見受けられるのと、あと５のところ、３のところあ

りましたけど、ほかは２．６、２．５、２．８とかで、そのあたりもこれから地域全体の子育てと

いうことを視野に入れていかなくちゃならないのかななんて思います。６のところも全部３になっ

てるんで、先ほどのお話とかもあるし、ファミサポのお話でもあったように本当に地域力で、流入

がふえると地域力って落ちると。これはまあしょうがないところがあって、それをやっぱり自治体

が支えていく、あえて地域力つくっていくというふうなことも必要なのかなというふうには思いま

した。ちょっと４と５が低い、なぜ低くなったかというところの解釈をちょっと事務局のほうから

お願いしたいんですが。 

 ○事務局  会長がおっしゃったとおりでございます。今まで働く世代の子育て支援策として待

機児童の解消を第一といいますか、注力してきたというところで後回しではないんですけれども、

在宅子育て支援という部分でいきますと、子育て世代包括センター、今回つくらせていただいたり、

全ての子育て世帯、医療費の助成であったりとかといった部分は、ある一定はさせてはいただいて

きてるんですけれども、待機児童の解消を一番の旗印に掲げてきたということの結果なのかなと。

今後この部分というのは、しっかり在宅子育て支援というのは、実施していかないといけないとい

うふうに考えているところです。５の特に男女共同という部分が前回の会議等でもなかなか評価が

上がっていないという部分があります。なかなか若年層、特に３０代、４０代の市民の皆さんが講

演等開いたところでなかなか御参加いただけないというような担当課の分析もありまして、今後そ
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ういったところをしっかりと参加できるよう時間や曜日を変える、研修の曜日を変えるなり創意工

夫をさらにしながら、男女共同参画の実現と啓発というのを取り組んでいきたいと思います。 

○会長  どうもありがとうございました。ほかにもし何かありましたら。よろしいですかね。大

丈夫ですかね。 

 それでは、事務局より事務連絡をお願いいたします。 

○事務局  今後の会議日程でございますが、次回の第２９回守口市子ども・子育て会議は、来月

の９月の開催を予定しています。委員の皆様には、現在日程調整をさせていただいております。会

議日程が確定次第、開催通知をお送りさせていただきます。本日、皆様の予定が確認できれば、近

日中にはお送りできると思います。皆様、お忙しいとは思いますが、会議への出席の御協力をお願

いいたします。 

 事務連絡については以上でございます。 

○会長  どうもありがとうございました。これについては特にないですよね。 

 じゃ、これで本日の案件は、全て終了しました。これにて会議を閉めさせていただきます。 

 長い間お疲れさまでした。 

 

◇ 午後０時２０分 閉会 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 

 


